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♡産後ケアと併用ママ多数♡

赤ちゃん大歓迎 無料託児◎ 妊婦さん◎
臨月◎ 産婦人科クリニック提携サロン
石橋駅西口徒歩２分 女性はどなたで

もお気軽にどうぞ◎ ☎

広告

令和6年10月の法改正により
新たに児童手当を受給できるようになった方へ

　令和6年10月の法改正により、新たに児童手当を受給できるように
なった以下の方は、支給にあたって申請が必要です。
•今まで所得制限等で児童手当を受給していなかった方
•高校生年代の児童のみ養育している方
•児童の兄姉(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最

初の年度末)を含むと3人以上子がいる方
　申請方法は市ホームページよりご確認ください。
※申請期限は3月31日(月)です。申請がない場合は今後さかのぼって児
童手当を受給できませんのでご注意ください。
■問い合わせ先
　子育て応援課　☎(32)8903

文部科学大臣優秀教職員表彰

　1月17日に国分寺中学校の横
山真樹教諭と南河内小中学校の
堀美弥教諭が、文部科学大臣優
秀教職員表彰を受賞されました。
　この表彰は、学校教育におけ
る教育実践などで顕著な成果を
挙げた方を表彰するものです。
　ご受賞、誠におめでとうござ
います。

必要です。
 転入(下野市内への引越し)
　他の市区町村から下野市へ転
入した場合には、認定請求手続
きが必要です。手続きをしない
と手当は支給されませんのでご
注意ください。
■手続きに必要なもの
すべての方
•請求者の健康保険証
•請求者本人名義の預金通帳
•保護者の個人番号確認書類★
•窓口で手続きをする方の本人

確認書類☆
※次に該当する場合には、下記
の書類が追加で必要です。
請求者本人以外の方が窓口で手
続きをする場合
•委任状(法定代理人の場合は戸

籍謄本)
児童と別居している場合
•児童の個人番号確認書類★

児童手当に関する手続き

引越しに伴う手続き
　住所変更の届出とは別に、児
童手当の手続きが必要です。
　児童手当は、申請した月の翌
月分から支給となります。ただ
し、住所の異動日が月末に近い
場合には、異動日の翌日から15
日以内に手続きすることで、異
動日の翌月分から受給できます。
申請が遅れると、遅れた月分の
手当を受給できなくなりますの
で、手続きはお早めに！
 転出(下野市外への引越し)
　受給者の方が転出すると、下
野市から支給される手当は終了
となります。引き続き手当を受
給するためには、転出先の市区
町村で手続きが必要です。
 転居(下野市内での引越し)
　住所変更届を提出してくださ
い。受給者と児童が別居する場
合は、別居監護申立の手続きが

★個人番号確認書類(マイナンバー
カード、通知カード、個人番号記載
の住民票のいずれか)
☆本人確認書類
1点で足りるもの：マイナンバーカー
ド、運転免許証、パスポート、在留カー
ドなど、顔写真つきの公的証明書
2点必要となるもの：健康保険証、年
金手帳、年金証書、印鑑登録証明書、
母子手帳、児童扶養手当証書など

公務員になったとき・公務員で
なくなったとき
　公務員の方は、勤務先から手
当が支給されます。勤務先が変
わり、公務員になったときや公
務員でなくなったときは、お住
まいの市区町村と勤務先の両方
で手続きが必要です。
※手続きが遅れ、市区町村と勤
務先の両方から手当の支給を受
けた場合は、手当を返還してい
ただくことになります。
■問い合わせ先
　子育て応援課　☎(32)8903

おもしろ荘優勝!!おもしろ荘優勝!!おもしろ荘優勝!!

（税込）

【電話注文・お問合せ】 イズム TEL： 048-872-1113 （平日：11：00～17：00）

追加出演!!追加出演!!追加出演!!

ネコニスズネコニスズネコニスズ

チケットぴあ・ローチケ・イープラスでも取扱中!!

（税込）

※都合により、出演者が一部変更になる場合がございます。※都合により、出演者が一部変更になる場合がございます。

おもしろ荘優勝!!おもしろ荘優勝!!
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